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「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

下記通知の一部を改正することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機

関、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

記

・「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（平成18年３月31日保医発第0

331002号）の一部改正

別紙のとおり改正し、平成２０年４月１日から適用する。



（別紙）

１ １の（２）を次のように改める。

(２) 病院又は診療所と特別養護老人ホームが併設（「病院又は診療所と介護老人保健施設

等との併設等について」（平成19年７月30日医政発第0730001号・老発第0703001号）に

いう併設をいう。）されている場合の当該病院又は診療所（以下「併設医療機関」とい

う。）の医師

なお、病院又は診療所と養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予

防短期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設（障害者自立支援法第５条第６項に規

定する生活介護を行う施設に限る。以下同じ。）、障害者自立支援法附則第41条第１項

又は第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた附則

第41条第１項に規定する身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設又は身体障害者

療護施設に限り、以下単に「身体障害者更生援護施設」という。以下同じ。）又は附則

第58条第１項に規定する知的障害者援護施設（知的障害者入所更生施設（定員150名以上

の場合。以下同じ。）又は知的障害者入所授産施設（定員150名以上の場合。以下同

じ。）に限り、以下単に「知的障害者援護施設」という。以下同じ。）、盲導犬訓練施

設、救護施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設が合築又は併設されている場合につ

いても同様の取扱いとする。

２ １の（５）を次のように改める。

(５) 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21

号）第16条第１項第２号、第17条第１項第２号、第18条第１項第２号、第19条第１項第

２号又は第38条第１項第２号の規定に基づき、身体障害者更生援護施設に配置されてい

る医師

３ １の（７）を次のように改める。

(７) 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号）第

28条第１項第２号又は第52条第１項第２号の規定に基づき、知的障害者援護施設に配置

されている医師



４ ２の表を次のように改める。

保険医 診療報酬

・配 置 医 師 （ 全 施 設 共 ・退院前訪問指導料

通。） ・特定疾患療養管理料

・後期高齢者診療料

・在宅自己注射指導管理料

・在宅自己腹膜灌流指導管理料

・在宅酸素療法指導管理料

・在宅中心静脈栄養法指導管理料

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

・在宅自己導尿指導管理料

・在宅血液透析指導管理料

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

・在宅人工呼吸指導管理料

・在宅悪性腫瘍患者指導管理料

・在宅寝たきり患者処置指導管理料

・在宅自己疼痛管理指導管理料

・在宅肺高血圧症患者指導管理料

・在宅気管切開患者指導管理料

・指定障害者支援施設、身体障 ・小児科療養指導料

害者更生援護施設、知的障害

者援護施設の配置医師

・身体障害者更生援護施設（身 ・脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

体障害者更生施設に限る）の ・運動器リハビリテーション料

配置医師 ・呼吸器リハビリテーション料

・難病患者リハビリテーション料

・障害児（者）リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

・身体障害者更生援護施設（身 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(理学療法に限る。)

体障害者療護施設に限る）の ・運動器リハビリテーション料（理学療法に限る。）

配置医師 ・呼吸器リハビリテーション料

・難病患者リハビリテーション料

・障害児（者）リハビリテーション料(理学療法に限る。)

・情緒障害児短期治療施設又は ・通院精神療法

知的障害者援護施設（知的障 ・心身医学療法

害者入所更生施設に限る）の ・通院集団精神療法

配置医師 ・精神科作業療法



・精神科ショート・ケア

・精神科デイ・ケア

・精神科ナイト・ケア

・精神科デイ・ナイト・ケア

・乳児院又は情緒障害児短期治 ・小児特定疾患カウンセリング料

療施設の配置医師

５ ８として次のように加える。

８ 平成24年３月31日までの間は、１（２）中「指定障害者支援施設（障害者自立支援法第５

条第６項に規定する生活介護を行う施設に限る。以下同じ。）」とあるのは、「指定障害者

支援施設（障害者自立支援法第５条第６項に規定する生活介護を行う施設に限り、平成18年

９月30日時点において知的障害者入所更生施設（定員150名未満の場合）又は知的障害者入所

授産施設（定員150名未満の場合）であった施設が移行した場合を除く。以下同じ。）」と読

み替えて適用するものとすること。



（参考）

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」

（平成18年３月31日保医発第0331002号）

１ 保険医が、次の(１)から(８)までのいずれかに該当する医師（以下「配置医師」という。）で

ある場合は、それぞれの配置されている施設に入所している患者に対して行った診療（特別の必

要があって行う診療を除く。）については、介護報酬、自立支援給付、措置費等の他給付（以下

「他給付」という。）において評価されているため、初診料、再診料（外来診療料を含む。）、

小児科外来診療料及び往診料を算定できない。

(１) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号）第12条第１項第

２号、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第12

条第１項第２号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年

厚生省令第37号）第121条第１項第１号又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成18年厚生労働省令第35号）第129条第１項第１号の規定に基づき、養護老人ホー

ム（定員111名以上の場合。以下同じ。）、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事

業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所に配置されている医師

(２) 病院又は診療所と特別養護老人ホームが併設（「病院又は診療所と介護老人保健施設等と

の併設等について」（平成19年７月30日医政発第0730001号・老発第0703001号）にいう併設

をいう。）されている場合の当該病院又は診療所（以下「併設医療機関」という。）の医師

なお、病院又は診療所と養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短

期入所生活介護事業所、指定障害者支援施設（障害者自立支援法第５条第６項に規定する生

活介護を行う施設に限る。以下同じ。）、障害者自立支援法附則第41条第１項又は第58条第

１項の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた附則第41条第１項に規

り、以下定する身体障害者更生援護施設（身体障害者更生施設又は身体障害者療護施設に限

る。以下同じ。）又は附則第58条第１項に規定す単に「身体障害者更生援護施設」という。

る知的障害者援護施設（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等

に関する省令により廃止された知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年

厚生労働省令第22号。以下「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」という。）

に規定する知的障害者入所更生施設（定員150名以上の場合。以下同じ。）又は知的障害者

り、以下単に「知的障害者援護施入所授産施設（定員150名以上の場合。以下同じ。）に限

る。以下同じ。）、盲導犬訓練施設、救護施設、、乳児院又は情緒障害児短期設」という。

治療施設が合築又は併設されている場合についても同様の取扱いとする。

(３) 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成18年厚

生労働省令第172号）第４条第１号の規定に基づき、指定障害者支援施設に配置されている

医師

(４) 障害者自立支援法第５条第５項に規定する療養介護を行う事業所に配置されている医師

(５) 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により改

められた身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21



号）第16条第１項第２号、第17条第１項第２号、第18条第１項第２号、第19条第１項第２号

又は第38条第１項第２号の規定に基づき、身体障害者更生 施設又は身体障害者療護援護施設

施設に配置されている医師

(６) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する 低基準（昭和

41年厚生省令第18号）第11条第１項第２号の規定に基づき、救護施設（定員111名以上の場

合。以下同じ。）に配置されている医師

(７) 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号）第28条

第１項第２号又は第52条第１項第２号の規定に基づき、知的障害者 入所更生施設又援護施設

は知的障害者入所授産施設に配置されている医師

(８) 児童福祉施設 低基準（昭和23年厚生省令第63号）第21条第１項又は第75条第１項の規定

に基づき、乳児院（定員100名以上の場合。以下同じ。)又は情緒障害児短期治療施設に配置

されている医師

２ 保険医が次の表の左欄に掲げる医師に該当する場合は、それぞれ当該保険医（併設医療機関の

医師を含む。）の配置されている施設に入所している患者に対する一部の診療については他給付

で評価されていることから、同表の右欄に掲げる診療報酬は算定できない。

保険医 診療報酬

・配 置 医 師 （ 全 施 設 共 ・退院前訪問指導料

通。） ・特定疾患療養管理料

・後期高齢者診療料

・在宅自己注射指導管理料

・在宅自己腹膜灌流指導管理料

・在宅酸素療法指導管理料

・在宅中心静脈栄養法指導管理料

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

・在宅自己導尿指導管理料

・在宅血液透析指導管理料

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

・在宅人工呼吸指導管理料

・在宅悪性腫瘍患者指導管理料

・在宅寝たきり患者処置指導管理料

・在宅自己疼痛管理指導管理料

・在宅肺高血圧症患者指導管理料

・在宅気管切開患者指導管理料

・指定障害者支援施設、身体障 ・小児科療養指導料

害者更生援護施設、知的障害

者援護施設の配置医師



・障害者自立支援法附則第41条 ・脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

第１項の規定によりなお従前 ・運動器リハビリテーション料

の例により運営することがで ・呼吸器リハビリテーション料

きるとされた附則第41条第１ ・難病患者リハビリテーション料

項に規定する身体障害者更生 ・障害児（者）リハビリテーション料（言語聴覚療法を除く。）

援護施設（身体障害者更生施

設に限る）の配置医師

・障害者自立支援法附則第41条 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(理学療法に限る。)

第１項の規定によりなお従前 ・運動器リハビリテーション料（理学療法に限る。）

の例により運営することがで ・呼吸器リハビリテーション料

きるとされた附則第41条第１ ・難病患者リハビリテーション料

項に規定する身体障害者更生 ・障害児（者）リハビリテーション料(理学療法に限る。)

援護施設（身体障害者療護施

設に限る）の配置医師

・情緒障害児短期治療施設又は ・通院精神療法

知的障害者援護施設の設備及 ・心身医学療法

び運営に関する基準第22条第 ・通院集団精神療法

１号に規定する 知的障害者 ・精神科作業療法（

入所更生施設 の配置 ・精神科ショート・ケアに限る）

医師 ・精神科デイ・ケア

・精神科ナイト・ケア

・精神科デイ・ナイト・ケア

・乳児院又は情緒障害児短期治 ・小児特定疾患カウンセリング料

療施設の配置医師

３ 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門

外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している

患者に対してみだりに診療を行ってはならない。

４ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所

生活介護事業所、指定障害者支援施設、指定療養介護事業所、身体障害者更生援護施設、救護施

設、知的障害者援護施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設（以下「特別養護老人ホーム等」

という。）に入所している患者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。

・退院時共同指導料

・在宅療養指導料

・外来栄養食事指導料

・集団栄養食事指導料

・乳幼児育児栄養指導料

・診療情報提供料（Ⅰ）（注２及び注４に該当する場合に限る。）



・後期高齢者終末期相談支援料（末期の悪性腫瘍の患者であって、特別養護老人ホーム等の配置

医師と共同して行った場合を除く。）

・在宅患者訪問診療料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるもの（介

護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算を

算定している場合の在宅ターミナルケア加算及び「注４」のただし書に規定する加算を除

く。）を除く。）

・在宅時医学総合管理料

・特定施設入居時等医学総合管理料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍で

あるものを除く。）

・在宅末期医療総合診療料

・在宅患者訪問看護・指導料

・居住系施設入居者等訪問看護・指導料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫

瘍であるもの（介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る

看取り介護加算を算定している場合の居住系施設等ターミナルケア加算を除く。）を除く。）

・在宅患者訪問点滴注射管理指導料

・在宅訪問リハビリテーション指導管理料

・訪問看護指示料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるものを除

く。）

・在宅患者訪問薬剤管理指導料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍である

ものを除く。）

・在宅患者訪問栄養食事指導料

・在宅患者連携指導料

・在宅患者緊急時等カンファレンス料（特別養護老人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍

であるものを除く。）

・精神科訪問看護・指導料

・訪問看護療養費（在宅患者連携指導加算及び訪問看護情報提供療養費を除く。）（特別養護老

人ホームの入所者であって、末期の悪性腫瘍であるもの（介護福祉施設サービス又は地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算を算定している場合の訪問看護ター

ミナルケア療養費を除く。）を除く。）

・訪問看護療養費（在宅患者連携指導加算及び訪問看護情報提供療養費に限る。）

５ 特別養護老人ホーム等の職員（看護師、理学療法士等）が行った医療行為については、診療報

酬を算定できない。

６ 保険医が、特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療を行った場合は、診療報酬明細

書の欄外上部に、 又は（施）の表示をする。○施

７ 各都道府県知事は、別紙様式により、特別養護老人ホーム等の配置医師に係る情報を把握し、

必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めること。



８ 平成24年３月31日までの間は、１（２）中「指定障害者支援施設（障害者自立支援法第５条第

６項に規定する生活介護を行う施設に限る。以下同じ。）」とあるのは、「指定障害者支援施設

（障害者自立支援法第５条第６項に規定する生活介護を行う施設に限り、平成18年９月30日時点

において知的障害者入所更生施設（定員150名未満の場合）又は知的障害者入所授産施設（定員1

50名未満の場合）であった施設が移行した場合を除く。以下同じ。）」と読み替えて適用するも

のとすること。


